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◇◇1122 月月はは「「職職場場ののハハララススメメンントト撲撲滅滅月月

間間」」でですす  
◆職場におけるハラスメントの種類

と防止措置 
毎年 12 月は、厚生労働省が定める

「職場のハラスメント撲滅月間」です。 
職場におけるハラスメントは、働く人の能力

を十分に発揮することの妨げになるだけでな

く、個人の尊厳や人権を不当に傷つける許され

ない行為です。 
ハラスメントには、職場での優位性を背景と

したパワーハラスメント、性的な言動によるセ

クシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児等

に関するマタニティハラスメントなどがあり

ます。これらは職場秩序を乱し、生産性の低下

や人材流出、企業の社会的評価の低下を招く重

大な問題です。正社員のみならず、契約社員・

パートタイム・派遣といった雇用形態を問わず、

すべての労働者が安心して働けるよう配慮が

求められます。 
令和４年４月から、すべての企業に対してパ

ワハラ防止措置の義務化がなされています。パ

ワハラとは、①優越的な関係を背景とした言動、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③

労働者の就業環境を害するもの――この３つ

の要件をすべて満たすものを指します。 

 

◆職場におけるハラスメント対策シンポジウ

ムの開催 

厚生労働省では、12 月 10 日に「職場におけ

るハラスメント対策シンポジウム」をオンライ

ンで開催します。 

当日は、企業や業界団体によるカスタマーハ

ラスメント対策の事例紹介や、専門家による講

演、パネルディスカッションが予定されていま

す。参加費は無料で、事前申込み制となってい

ます。詳細は、厚生労働省が運営する特設サイ

ト「あかるい職場応援団」で確認できます。 

12 月は、職場のハラスメント防止体制を見

直す良い機会です。相談窓口の設置状況や周知

方法など、社内の取組みを今一度ご確認くださ

い。 

【厚生労働省「あかるい職場応援団」】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 

  
◇◇中中小小企企業業庁庁がが「「賃賃上上げげ・・最最低低賃賃金金対対応応支支援援特特

設設ササイイトト」」をを開開設設ししままししたた  
◆中小企業庁が最低賃金引上げ対応の国の支

援制度をまとめた特設サイトをオープン 
今年も最低賃金の引上げが実施されました。

近年、大幅な引上げが続いており、企業として

は対応に苦慮するところです。 
そのような中、中小企業庁は、賃上げ・最低

賃金対応をしながら、新製品開発、新設備の導

入、販路開拓、従業員の処遇改善や人材確保の

取組みをする中小企業・小規模事業者への国の

支援制度をまとめた「賃上げ・最低賃金対応支

援特設サイト」を開設しました。 
 
◆補助金・助成金・税制・相談窓口などの情報

を一括で確認 
特設サイトは、以下のステップにより、自社

に合った補助金・助成金（ＩＴ・設備投資支援

に関する補助金、業務改善助成金、キャリアア

ップ助成金等）、税制優遇（賃上げ促進税制）、
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相談窓口（よろず支援拠点、働き方改革推進支

援センター等）といった支援策をすぐに見つけ

られるよう工夫されています。 
○ステップ１ 賃上げに必要な人件費の増加

分を知る 
○ステップ２ 商品・サービス別、顧客別の「利

益」を計算し、「伸ばすべき」商品・サービス

を検討する 
○ステップ３ 賃上げ原資の確保に向けて対

策を考える 
◆自社に合った支援制度を見つけるために活

用を 
時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを入

力することによって、１日、１週間、１月、１

年当たりの各増加額を算出できる「人件費増加

額シミュレーション」や、利益を得るための売

上高等をシミュレーションできる「儲かる経営 

キヅク君」など、自社の状況をシミュレーショ

ンするのに活用できるツールも盛り込まれて

いますので、ぜひ活用したいところです。 
 
【中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設

サイト」】 
https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/ 
  
◇◇フフリリーーラランンスス法法施施行行かからら１１年年  違違反反行行為為にに

対対すするる指指導導のの現現状状  

◆違反行為は 445 件 

フリーランス・事業者間取引適正化等法（以

下「フリーランス法」という）が施行され、11

月１日で１年となり、同法の所管省庁である公

正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、３

万社の発注事業者を対象に行ったフリーラン

スとの取引に関する調査（令和６年 11月～令

和７年９月）の結果を公表しました。 

これによると、公正取引員会は、フリーラン

ス法違反行為による４件の「勧告」と 441 件の

「指導」を行いました。勧告は、大手出版社や

音楽教室などに対し、同法３条１項（取引条件

の明示義務）および４条５項（期日における報

酬支払義務）、５条２項１号（不当な経済上の

利益の提供要請の禁止）の規定に違反する事実

について行われました。 

また、同委員会は、今年３月にゲームソフト

ウェア業、アニメーション制作業、リラクゼー

ション業などの事業者に集中的に調査を行い、

45 社に対して契約書や発注書の記載、発注方

法、支払期日の定め方等の是正を求める指導を

行いました。 

  
◆ハラスメント対策や募集の際にも注意が必

要 

都道府県の労働局によると、ハラスメント対

策に係る体制整備義務（フリーランス法 14 条）

と募集情報の的確表示義務（同法 14 条）の違

反に関する指導等が多くなっています。 

 発注事業者は、ハラスメントによりフリーラ

ンスの就業環境を害しないよう相談対応のた

めの体制整備などの措置を講じなければなり

ません。 

また、広告等によりフリーランスを募集する

際は、その情報について、虚偽の表示または誤

解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ

最新の内容に保たなければなりません。 

 フリーランスに業務を委託する際には、フリ

ーランス法で規制されている項目についてあ

らためて確認する必要があります。 

【公正取引委員会「令和７年 11 月５日付け 事

務総長定例会見記録」】 

https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2025/2

51105.html 

【厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正

化等法施行から１年を迎えました！」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun

itsuite/bunya/bunya/freelance_00006

.html 
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協会けんぽ（全国健康保険協会）では、「2025 年 12 月２日以降、従来の健康保険証はお使いいただけなく
なります」などとして、健康保険証（被保険者証）が使えなくなることについて、周知を図っています。 

2025 年 12 月 2 日以降、  
従来の健康保険証はお使いいただけなくなります（協会けんぽ） 

★もし、従業員から期限切れの健康保険証の取り扱いについて相談を受けた場合は、本人および家族のマイナ
保険証または資格確認書をすでに所持していることを確認した上で、期限切れの健康保険証は廃棄するように
案内しましょう。 
㊟ 健康保険組合にご加入の事業所におかれましては、ご加入の健康保険組合にご確認ください。 

高市総理が政権発足後初めてとなる所信表明演説 

･･････････････ 協会けんぽからのお知らせ／使用できなくなった健康保険証の取り扱いも案内 ･････････････ 

令和７年 10 月 21 日、石破内閣が総辞職し、新たに高市内閣が発足しました。同月 24 日には、高市
総理が、政権発足後初めてとなる所信表明演説を行いました。企業実務や社会保障に着目すると、演説の中で、
次のような方針が表明されたことが気になるところです。 

 

□ 使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください！ 

● 物価高対策について 
□ 物価上昇を上回る賃上げが必要だが、それを事業者に丸投げしてしまっては、事業者の経営が苦しくな

るだけ。継続的に賃上げできる環境を整えることこそが、政府の役割である。 
□ いわゆる 103 万円の壁については、基礎控除を物価に連動した形で更に引き上げる税制措置について、

真摯に議論を進める。 
□ そして、税・社会保険料負担で苦しむ中・低所得者の負担を軽減し、所得に応じて手取りが増えるよう

にしなければならない。早期に給付付き税額控除の制度設計に着手する。 

※機器の準備が整った医療機関では、スマートフォンをマイナ保険証としてご利用いただけます。 
※「資格確認書」をお持ちの場合、「資格確認書」でも受診できます。 

〈補足〉厚生労働省では、切替えに伴う混乱を避けるため、期限切れの健康保険証を持参した場合でも、資格情報が確認で
きれば、来年 3 月末までは、保険診療を受けられる特例措置を講ずることを、医療関係団体に周知しています。 

（次ページへ続く） 
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「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープン（経産省・中小企業庁） 
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者による賃上げ・最低賃金引き上げへの対応を応援するため、令

和 7 年 10 月 30 に「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を立ち上げました。このサイトの特徴は、賃上げの実
現に向けた具体的な方法（次の３つのステップ）が示されている点です。 

★このサイトでは、関連する補助金や相談窓口などの支援策を示すとともに、今後も最新情報を提供していくこととしています。
世間の動きを踏まえると、賃上げは必ず実行しなければならない課題といえます。このサイトにそのヒントがあるかもしれません
ので、チェックしてみてはいかがでしょうか。 

･･･････････････ 賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト／賃上げの実現に向けた具体的な方法 ･･････････････ 

★所信表明演説では、新たな政権が目指す重点政策や基本姿勢が示されていますので、その全文を一読しておくとよいか
もしれません。なお、所信表明演説では触れらませんでしたが、高市総理が厚生労働大臣に対し、「心身の健康維持と従業
者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行うこと、働き方改革を推進するとともに、多様な働き方を踏まえた
ルール整備を図ること」を指示したことも話題になっています。この件についても、動向に注目です。 

● 健康医療安全保障について 
□ 人口減少・少子高齢化を乗り切るためには、社会保障制度における給付と負担の在り方について、国民

的議論が必要。超党派かつ有識者も交えた国民会議を設置し、給付付き税額控除の制度設計を含めた税と
社会保障の一体改革について議論していく。 

● 地方と暮らしを守る／人口政策・外国人対策について 
□ 排外主義とは一線を画すが、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱には、政府として毅然と

対応する。政府の司令塔機能を強化し、既存のルールの遵守を求める。 

STEP１ 賃上げに必要な人件費の増加分を知る 
➔「人件費増加額シミュレーション」が用意されています。 

STEP２ 商品・サービス別、顧客別の「利益」を計算
し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討する 

➔企業収益を可視化・分析できるツール「儲か
る経営 キヅク君」のリンクが示されていま
す。このツールは（独）中小企業基盤整備機
構が登録不要・無料で提供しています。 

STEP３ 賃上げ原資の確保に向けて対策を考える 
➔具体的な課題（「価格交渉・価格転嫁」「売上

拡大・生産性向上」「IT 活用・省力化」「経営
改善・事業再生」「事業承継」）について、そ
れぞれ漫画による進め方のコツ、具体的な事
例、相談窓口、関連する補助金などの施策が
明記されています。 

例：「価格交渉・価格転嫁」についての漫画 

 


